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資料７４ 北海道災害義援金募集委員会会則（第５章第 3５節２関係）

（目的）  

第１条 本委員会は災害による被災者を救援するため、災害救助法第31条の2第2項及び北海道地域防災

計画第32節災害義援金募集（配分）計画に基づき北海道における災害義援金の募集に関する業務を総

合的かつ有機的に実施することを目的とする。  

（名称）  

第２条 本委員会は北海道災害義援金募集委員会（以下「委員会」という。）と称する。  

（事務局）  

第３条 委員会の事務局は日本赤十字社北海道支部（以下「日赤道支部」という。）に置く。  

（組織）  

第４条 委員会は第１条の目的に賛同し、協力する機関又は団体（以下「構成団体」という。）をもっ

て組織する。  

（委員）  

第５条 委員会は前条の構成団体から選出された委員をもって構成する。  

(2) 委員会の会長は、日赤道支部長をもって充てる。  

(3) 委員は会議に出席し事案を協議する。  

(委員会)  

第６条 委員会は会長が必要と認めたとき、又は委員の要請に基づき会長が招集する。  

(2) 会議の議長は、会長がこれにあたる。  

(3) 会長に事故あるときは、予め会長が指名した者が代理する。  

（募集要綱等）  

第７条 義援金募集要綱は別紙要綱骨子に拠るものとし、必要な細目についてはその都度委員会におい

て協議し決定する。  

（運営）  

第８条 委員会の運営に必要な庶務並びに経費は日赤道支部において措置する。  

（意見の聴取）  

第９条 委員会は第１条の目的を達成するため、必要に応じて関係行政機関から意見を求めることがで

きる。  

（附則）  

第10条 この会則は平成19年5月30日から実施する。  

北海道災害義援金募集（配分）委員会会則（昭和57年9月1日制定）は廃止する。  

「参考」  

本委員会が実施する義援金募集業務は、災害救助法第32条に基づき北海道知事から救助又は応援の実

施について委託（注）を受けている日本赤十字社北海道支部とその協力団体が実施するものであること

から、寄託された義援金は法人税法第37条第３項第１号又は所得税法第78条第２項１号に規定する寄付

金に該当するものである。  

（注） 医療・助産・死体の処理（埋葬及び死体の一時保存を除<）に関する委託協定  

（昭和34年9月1日 甲北海道知事 乙日赤北海道支部長） 条例・協定等   
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災害義援金募集事業要綱骨子 

北海道災害義援金募集委員会会則第7条に定める要綱骨子は次のとおりとする。  

１ 義援金募集要綱名  

要綱の名称は原則として発生した災害名を冠し「○○災害義援金募集要綱」とする。  

２ 実施主体  

北海道災害義援金募集委員会とする。  

（事務局：日本赤十字社北海道支部）  

３ 構成団体  

委員会構成団体名を明記する。  

４ 趣旨  

都度委員会において定める。  

５ 義援金の種別  

募集する義援金は原則として現金とする。  

特定の個人・施設・団体及び地域に配分を指定する義援金又は有価証券等は特別の場合を除き

募集しない。  

６ 募集期間  

都度委員会において定める。  

７ 損金等の取扱い  

委員会名をもって募集する義援金は税制上損金等の扱いになることを明記する。  

８ 義援金の受付窓口  

各構成団体（同地方組織を含む）の事務所に義援金受付窓口を設定するほか、委員会が開設する

義援金口座への振込み又は街頭募金等による。  

９ 受領書の発行  

各構成団体が義援金を受領したときは、その団体の受付窓口において受領書を発行する。  

ただし、寄託者が義援金の損金扱いを希望する場合は仮受領書を発行し、後刻委員会名の領収書

（免税領収書）の発行手続きをとるものとする。  

(2) 街頭募金の場合は受領書は発行しない。  

10 義援金の送金  

各構成団体において受付けた義援金は委員会が開設する義援金口座に随時送金するものとする。  

(2) 委員会口座に送金された義援金（預金利子を含む）は、募集期間終了後速やかに北海道災害

義援金配分委員会が開設する義援金口座に送金するものとする。  

11 広報・周知  

義援金募集の一般への広報・周知は委員会名をもって新聞・ラジオ・テレビ等を通じて広報する

ほか、各構成団体においても、立看板、懸垂幕、ビラ、その他団体が有する広報手段をもって周知 

する。  

(2) 義援金の募集成績は概ね1ヵ月2回程度集計し、その都度委員会名をもって新聞、ラジオ、テ  

レビその他の方法により公表する。  

12 義援品の取り扱い  

義援品は原則として取扱わない。  
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13 経費  

各構成団体が義援金を募集するに当って必要とする諸経費については、その団体が負担する。  

14 その他  

本要綱骨子に定めるものの外必要な事項は委員会において定める。 
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資料７５ 北海道災害義援金配分委員会会則（第５章第 3５節３関係）

（目的）  

第１条 本委員会は災害による被災者を救援するため、北海道地域防災計画第32節災害義援金募集（配

分）計画に基づき北海道における災害義援金の配分に関する業務を総合的かつ有機的に実施すること

を目的とする。  

（名称）  

第２条 本委員会は北海道災害義援金配分委員会（以下「委員会」という。）と称する。  

（事務局）  

第３条 委員会の事務局は北海道保健福祉部福祉局福祉援護課（以下「北海道」という。）に置く。  

（組織）  

第４条 委員会は第１条の目的に賛同し、協力する機関又は団体（以下「構成団体」という。）をもっ

て組織する。  

（委員）  

第５条 委員会は前条の構成団体から選出された委員をもって構成する。  

(2) 委員会の会長は、北海道保健福祉部長をもって充てる。  

(3) 委員は会議に出席し事案を協議する。  

(委員会)  

第６条 委員会は会長が必要と認めたとき、又は委員の要請に基づき会長が招集する。  

(2) 会議の議長は、会長がこれにあたる。  

(3) 会長に事故あるときは、予め会長が指名した者が代理する。  

（配分要綱等）  

第７条 義援金配分要綱は別紙要綱骨子に拠るものとし、必要な細目についてはその都度委員会におい

て協議し決定する。  

（運営）  

第８条 委員会の運営に必要な庶務並びに経費は北海道において措置する。  

（意見の聴取）  

第９条 委員会は第１条の目的を達成するため、必要に応じて関係機関から意見を求めることができる。  

（附則）  

第10条 この会則は平成19年５月30日から実施する。  

北海道災害義援金募集（配分）委員会会則（昭和 57 年９月１日制定）は廃止する。 



資料編（資料）

293 

災害義援金配分事業要綱骨子 

北海道災害義援金配分委員会会則第７条に定める要綱骨子は次のとおりとする。  

１ 義援金配分要綱名  

要綱の名称は原則として発生した災害名を冠し「○○災害義援金配分要綱」とする。  

２ 実施主体  

北海道災害義援金配分委員会とする。  

（事務局：北海道保健福祉部福祉局福祉援護課）  

３ 構成団体  

委員会構成団体名を明記する。  

４ 趣旨  

都度委員会において定める。  

５ 配分方法  

北海道災害義援金募集委員会から送金された義援金（預金利子を含む）は、速やかに委員会を開

催し協議の上、公正・適正に被災市町村等に配分する。  

６ 広報・周知  

義援金配分結果については、その都度委員会名をもって新聞・ラジオ・テレビ等を通じて公表す

る。  

７ 経費  

各構成団体が義援金の配分結果について公表する諸経費については、その団体が負担する。  

(2)  被災地への義援金送料等については委員会において定める。但しこれらの費用を義援金より支

出することは原則として行わない。  

８ その他  

本要綱骨子に定めるものの外必要な事項は委員会において定める。 
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資料７６ 応急金融の要綱（第５章第 3６節関係）
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資料７７ 千歳・恵庭地域林野火災予消防対策要領（第６章第６節２関係）

（目  的） 

第１ 本要領は、千歳・恵庭地域防災計画の一環として林野火災の予消防対策を定め、全

関係者が一体となって予消防活動に努め、林野火災の絶滅を期することを目的とする。 

（実施機関） 

第２ 千歳市、千歳市消防本部、恵庭市、恵庭市消防本部、石狩森林管理署、千歳市森林

組合 

（協力機関） 

第３ 北海道石狩振興局、札幌市、苫小牧市、由仁町、長沼町、白老町、安平町、伊達市、

北広島市、千歳警察署、陸上自衛隊、航空自衛隊、札幌開発建設部、支笏湖洞爺国立公

園管理事務所、さけ・ます内水面水産試験場、新千歳航空測候所、北海道旅客鉄道、札

幌建設管理部、石狩東部広域水道企業団、各小中学校、各高等学校、各森林愛護組合、

各農業協同組合、恵庭土地改良区、王子製紙、各報道機関、千歳観光連盟、恵庭観光協

会、国有林野火災警防協力会、国有林野内各事業体、各猟友会支部、各山岳会、各バス

事業体、千歳地区ハイヤー事業（協） 

（強調期間） 

第４ 実施期間  ４月 １日（水）～６月３０日（火） 

   強調期間    ４月２１日（火）～５月３１日（日） 

（予防対策） 

第５ 林野火災予消防対策は、発生原因の究明等多面的な予消防活動を通じてこれらの対

策に万全を期するものとする。 

 １ 気象情報対策 

   林野火災の大部分は、ちょっとした不注意が気象的悪条件と相まって誘発並びに拡

大している実態であるので、関係機関は気象情報を的確に把握し、予防の万全を期す

るものとする。 

２ 警防思想の普及 

   林野火災に対する関心をより一層向上させるために、積極的にＰＲし、警防思想の

普及を図る。 

  （１）ポスター、チラシの配布 

 （２）広報車の運行 

 （３）広報誌による啓発 

 （４）看板、ステッカー、旗等による啓発 

 （５）けんすい幕等の掲示 

 （６）新聞その他の機関広報誌による啓発 

 （７）児童、生徒の協力（標語、ポスターの募集） 

 ３ 発生原因別対策 

   林野火災発生原因のほとんどが人為的によるもので、特に火入れによる失火、入林

者のタバコの吸殻、たき火等の不始末によるものが多いので、次に重点をおき対策を

たてる。 
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  （１）火入れ対策 

  ア 火入れは、市長の許可を受け、消防署の指示により行うものとする。  

 イ 林野火災危険期間中の火入れは、極力避けるようにし、できうる限り夏季または秋

季に実施する。 

やむなく実施する場合は、森林組合等の指導を受けることとする。 

  ウ 共同火入れの計画樹立と火入れ許可の付帯条件の完全励行を図る。 

  エ 火入責任者の完全配置を励行する。 

  オ 火入実施中、気象条件の急変または消防署の指示のあった場合は、一切の火入れ

を中止する。 

  カ 火入跡地の完全消化を図り、必ず責任者の確認を受け、跡地は気象状況に応じ１

日～７日位巡視する。 

    キ 火入許可を受けた後、気象条件等の変化で実施できなくなった場合は、必ず再許

可を受けてから実施すること。 

  ク 無許可火入防止を強力に推進するため、火入許可制度の周知徹底を図る。 

    ※ 注 １  森 林 法 第 21条 に よ り 、 火 入 地 の １ ㎞ 以 内 に 国 有 林 が 所 在 す る 場 合 、

管理の森林管理署長の承認が必要です。 

   注２ 火入許可期間中に火入れが終了しない場合は、再申請が必要です。 

  （２）入林者対策 

    入林者は、森林所有者または管理者の承認を得てから入林するよう周知につとめ、

承認の際、林野火災予防について協力を依頼する。 

   ア 一般入林者対策 

    山菜採り、ハイキングなどレクリエーションの入林は、山火事の発生が特に危険

と判断されるとき及びその特別な事由のある林地を除き、入林を承認し、市民が自

然に親しむことができるよう、各森林所有者に協力を依頼する。 

      イ 事業入林者対策 

    造材、造林、各種工事及び測量等のための林内で事業を行う業者に、次の事項を

要請する。 

    （ア）火気取締責任者を定め、作業地及び宿舎の火災予防点検を行わせ従業員に林野

火災予防について指導を行うこととする。 

    （イ）機械類から出火することのないよう整備を完全に行うこととする。    

（ウ）消火器具を備えることとする。 

  （エ）林野火災が発生した場合は、消火に協力することとする。 

（消防対策） 

第６ 林野火災消防の目的は、最も早くかつ容易に消火することであり、また延焼物の除

去により､火災の拡大防止につとめることである。 

従って、消防体制の強化を図り、出火の際はあらゆる手段を講じ、消火につとめる。 

 １ 消火活動 

   林野火災発生においては、市消防のもとに関係機関は、積極的に協力して早期消火

につとめる。 

２ 北海道の出動要請 
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   林野火災発生に際し、地元消防組織及び住民で消化困難となったときは、市長は、

林野火災予消防対策本部を設置し、石狩振興局長へ応援要請を行う。 

  ３ 自衛隊の出動要請 

   北海道で対応困難または初期段階から大規模で市町村及び北海道で対応困難と見込

まれる場合は、自衛隊へ災害派遣を要請する。 

  ４ 空中消火 

   急傾斜地、奥地林及び大規模火災等のため地上から消火が困難と判断される場合は、

自衛隊、森林管理局の協力を求めヘリコプターによる空中消火を行う。 

  ５ 残火処理の徹底 

   林野火災跡地の残火処理は、特に厳重に行い、再び出火することのないよう監視体

制をとる。 

  ６ 出火原因の究明 

   林野火災の予消防対策は、原因を究明し、はじめて樹立されるものであるから関係

機関の協力を得てただちにその原因を徹底的に調査するものとする。 

（業務担当者） 

第７ 関係機関相互の連絡と情報交換、計画の実施指導及び林野火災予消防の円滑なる推

進を図るため業務担当者を次のとおりとする。 

関係機関 担当者 代理者 連絡先電話番号

千歳市 農林整備課長 耕地林務係長

0123-24-0642（直通）

0123-24-3131 内 874 
FAX 0123-22-8851 

恵庭市 農政課長 農政管理担当主査
0123-33-3131 内 3311 
FAX 0123-33-3137 

石狩森林管理署
業務グループ

統括森林整備官

業務グループ

森林整備官

（森林ふれあい担当）

011-622-5111 
FAX 011-622-5113 
IP050-3160-5710 
休日・夜間

090-3111-1093 
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資料７８ 地域別建築物被害予測（地震編第２章第２節２関係）

（全国どこでも起こりうる直下の地震(直下地震)）

総数 木造 非木造 総数 木造 非木造

漁太 2 - - 9 - -
林田 1 - - 4 - -
春日 2 - - 12 - -
中央 4 - - 15 - -
上山口 4 - - 20 - -
戸磯 5 - - 20 - -
恵南 1 - - 8 - -
和光町 5 - - 31 - -
駒場町 5 - - 31 - -
黄金南 4 - - 33 - -
相生町 4 - - 23 - -
緑町 2 - - 10 - -
住吉町 6 - - 21 - -
黄金中央 0 - - 10 - -
黄金北 6 - - 25 - -
白樺町 1 - - 10 - -
末広町 3 - - 12 - -
栄恵町 2 - - 9 - -
泉町 2 - - 9 - -
桜町 2 - - 16 - -
京町 0 - - 3 - -
漁町 3 - - 21 - -
福住町 9 - - 39 - -
新町 0 - - 2 - -
本町 2 - - 11 - -
大町 4 - - 18 - -
文京町 2 - - 16 - -
牧場 1 - - 7 - -
盤尻 0 - - 0 - -
桜森 0 - - 0 - -
幸町 0 - - 9 - -
柏木町 5 - - 32 - -
島松沢 0 - - 0 - -
美咲野 0 - - 9 - -
有明町 9 - - 54 - -
中島町 3 - - 26 - -
恵央町 2 - - 9 - -
柏陽町 7 - - 36 - -
北柏木町 5 - - 16 - -
恵み野東 1 - - 22 - -
恵み野西 7 - - 24 - -
恵み野南 6 - - 31 - -
恵み野北 0 - - 20 - -
恵み野里美 0 - - 1
島松寿町 9 - - 50 - -
島松仲町 8 - - 33 - -
島松東町 11 - - 38 - -
島松本町 12 - - 59 - -
島松旭町 4 - - 21 - -
西島松 3 - - 14 - -
南島松 5 - - 18 - -
中島松 2 - - 10 - -
下島松 5 - - 24 - -
穂栄 2 - - 7 - -
北島 2 - - 5 - -

合計 190 120 70 1,013 742 271

町名
全壊棟数 半壊棟数
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資料７９ 北海道震災建築物応急危険度判定士認定制度要綱（地震編第５章第２４節１関係）
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資料８０ 樽前山火山防災協議会規約等（火山編第１章第３節３関係）

樽前山火山防災協議会規約 

(目的) 

第1条 「樽前山火山防災協議会」(以下「協議会」という。)は、活動火山対策特別措置法(昭和4 8

年法律第6 1号。以下「法」という。)第4条第1項の規定に基づき、「樽前山」について想定される

火山現象の状況に応じた警戒避難体制の整備を行うため、北海道及び苫小牧市、千歳市、白老町(以

下、災害警戒地域市町とする)並びに恵庭市、安平町、厚真町、むかわ町が共同で設置する。 

(所掌事務) 

第2条 協議会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項を所掌する。 

( 1 ) 噴火シナリオ、火山ハザードマップ、噴火警戒レベル、具体的な避難計画等のー連の警戒避難

体制の整備に関する事項 

( 2 ) 北海道防災会議が法第5条第2項の規定により同条第1項各号に掲げる事項について定める際の意

見聴取に関する事項 

( 3 ) 災害警戒地域市町の防災会議が法第6条第3項の規定により同条第1項各号に掲げる事項について

定める際の意見聴取に関する事項 

( 4 ) 前3号に掲げるもののほか、協議会の目的を達成するために必要な事項 

(組織) 

第3条 協議会委員は、別表1に掲げる者で構成する。ただし、学識経験者については、協議会の設置者

が協議の上、指定する。   

２ 協議会には会長を置く。 

３ 会長は苫小牧市長をもって充てる。 

４ 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。 

５ 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。 

６ 会長が樽前山の噴火災害の発生によりその職務に当たることができない場合は、北海道が代理する。 

(会議) 

第4条 協議会の会議(以下、「会議」という。)は会長が招集する。 

２ 会長は、会議の議長となる。 

３ 協議会の各構成員は、会議を欠席する場合、代理の者を出席させることができる。 

４ 会議は、過半数の出席をもって成立する。 

５ 会議の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長が決する。 

(会長の専決処分) 

第5条 会長は、会議を招集する暇がないとき、その他やむを得ない事由により会議を招集することが

できないときは、協議会が処理すべき事務のうち、早急に決定を要する事項について専決することが

できる。 
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２ 会長は、前項の規定により専決処分をしたときは、速やかに各構成員に報告しなければならない。 

(コアグル-プ会議) 

第6条 協議会には、協議会の所掌事務を円滑かつ効率的に行うためコアグループ会議を置くものとす

る。 

２ コアグル-プ会議は、別表2に掲げる者(以下「メンバー」という。)で構成する。 

ただし、必要に応じて構成委員以外の者を出席させることができる。 

３ コアグル-プ会議には、座長を置く。 

４ 座長は、会長が指名する者とし、コアグル-プ会議の会務を総理する。 

５ 座長は、必要に応じコアグル-プ会議を招集することができる。 

６ メンバーは、会議に代理の者を出席させることができる。 

(経費の負担) 

第7条 協議会の経費の負担については、協議会の設置者が協議の上、別に定める。 

(会計年度) 

第8条 協議会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終了する。 

(事務局) 

第9条 協議会の事務は、苫小牧市において行う。 

２ 第3条第6項の規定により北海道が会長の職務を代理する場合は、北海道において協議会の事務を行

う。 

(雑則)  

第10条 この規約に定めのない事項は、必要に応じ会長が協議会に諮って定める。 

附則 

この規約は、平成28年3月29日から施行する。 
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別表1 (第3条関係) 

 機関名 職名 備考 

1 北海道総合通信局 防災対策推進室長 

2 石狩森林管理署 署長 

3 胆振東部森林管理署 署長 

4 北海道開発局札幌開発建設部 部長 

5 北海道開発局室蘭開発建設部 部長 

6 東京航空局新千歳空港事務所 所長 

7 札幌管区気象台 台長 

8 室蘭地方気象台 台長 

9 苫小牧海上保安署 署長 

10 北海道地方環境事務所支笏湖自然保護官事務所 自然保護官 

1 1 陸上自衛隊第 7師団 師団長 

12 航空自衛隊千歳基地 基地司令 

13 北海道 知事 

14 石狩振興局 局長 

15 胆振総合振興局 局長 

16 北海道警察本部 本部長 

17 苫小牧警察署 署長 

18 千歳警察署 署長 

19 苫小牧市 市長 

20 千歳市 市長 

21 恵庭市 市長 

22 白老町 町長 

23 安平町 町長 

24 厚真町 町長 

25 むかわ町 町長 

26 苫小牧市消防本部 消防長 

27 千歳市消防本部 消防長 

28 恵庭市消防本部 消防長 

29 白老町消防本部 消防長 

30 胆振東部消防組合消防本部 消防長 

31 国土地理院北海道地方測量部 次長 

32 (一社)苫小牧観光協会  

33 (一社)白老観光協会  

34 支笏湖温泉旅館組合 組合長 
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35 学識経験者  

36 東日本高速道路㈱北海道支社苫小牧管理事務所 所長 

37 北海道旅客鉄道㈱日高線運輸営業所 所長 

38 北海道旅客鉄道㈱豚室蘭保線所 所長 

39 東日本電信電話㈱北海道事業部苫小牧支店 支店長 

40 北海道電力㈱苫小牧支店 支店長 

41 ㈱NTT ドコモ北海道支社苫小牧ちとせ支店 支店長 

42 苫小牧港管理組合 専任副管理者 

別表2 (第6条関係) 

機関 職名 備考 

北海道開発局札幌開発建設部 
河川計画課長  

防災対策専門官  

北海道開発局室蘭開発建設部 
治水課長  

防災対策官  

札幌管区気象台 火山防災情報調整官  

室蘭地方気象台 防災管理官  

石狩振興局地域政策課 主幹  

胆振総合振興局地域政策課 主幹  

苫小牧市 主幹 座長 

千歳市 課長  

恵庭市 課長  

白老町 室長  

安平町 課長  

厚真町 課長  

むかわ町 課長  
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資料８１ 樽前山噴火予想地図（火山編第２章第２節関係）
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資料８２ 樽前山噴火シナリオ（火山編第２章第２節関係）
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◆ 多量の降灰の

ある場合は、

噴火直後から

数年先まで降

雨型泥流の発

生する可能性
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52 

◆ 多量の降灰のあ

る場合は、噴火

直後から数年先

まで降雨型泥流

の発生する可能

性がある
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70 

◆ 多量の降灰のあ

る場合は、噴火

直後から数年先

まで降雨型泥流

の発生する可能

性がある
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71 

◆ 多量の降灰のあ

る場合は、噴火

直後から数年先

まで降雨型泥流

の発生する可能

性がある
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資料８３ 樽前山噴火対策地図（火山編第２章第２節関係） 
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資料８４ 樽前山ハザードマップ（火山編第２章第２節関係）

                               （防災ガイドブックより抜粋） 


